
地方労働審議会における労使の評価について① 

○ 地域の公労使で構成される地方労働審議会において、一体的実施事業の実績等を報告し、意見を求めたところ、

９割を超える審議会で評価する意見が出ている。 

 

 

 
 

○ また、一体的実施事業を超えた国と地方自治体の関係について、地域における雇用対策の強化や地域住民へのサー
ビス強化のために、国と地方自治体がそれぞれの長所を活かした連携をさらに深めるべきであり、労働局においては、地
方自治体との一層の連携強化を図っていくべきとの意見が多くあった。 

○ そのほか、「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成27年1月30日閣議決定）において、一体的実施
事業等の成果と課題の検証を行い、その結果等を踏まえ、事務・権限の移譲等について検討・調整を進めるとされている
が、この成果と課題の検証に当たっては、ハローワークの利用者である労使の意見を十分に踏まえることが必要といった意
見が多くあった。 

※厚生労働省組織令第156条の２において、地方労働審議会は公共職業安定所の業務に関する重要事項に関し、都道府県労働局長等に意見を述べることとされている。 

＜主な意見＞ 

① 国と地方自治体がそれぞれ長所を活かした連携が深まっており、地域住民へのサービス強化につながっている。 

② 地域住民や労使の意見も踏まえサービス改善に努めつつ、また、目標管理を徹底しつつ、引き続き実施していくべき。 

意見書（例：愛知地方労働審議会（抄）） 
 

 愛知労働局においては、平成23年度より地方自治体との連携により一体的実施事業を開始し･･･着実に成果が現れている。 
 また、本事業を実施している地方自治体の首長からは、「生活保護受給者の支援窓口である身近な区役所において、自治体とハローワーク
が一体的に支援を行うことは大変効果的である。」、「ワンストップ型の就労支援体制が整備され、同じフロアーで緊密に連携できることのメリッ
トは計り知れない。」といったコメントがなされるなど、福祉業務等地方自治体の業務とハローワークが行う職業紹介業務が相まって、大きな成
果につながっていることがうかがわれる。 
 本地方労働審議会は、一体的実施事業について、次のとおり評価をしているので、今後、成果と課題の検証を行う際は、本地方審議会の評
価を十分に踏まえていただきたい。 
 ① 国と地方自治体がそれぞれ長所を活かした連携が深まっており、地域住民へのサービス強化につながっていること。 
 ➁ 地域住民や労使の意見も踏まえながらサービス改善に努め、地方自治体とハローワークで常に進捗状況を把握して、引き続き実施して 
  いくべきであること。 
 なお、地域における雇用対策の強化や地域住民へのサービス強化のために、国と地方自治体がそれぞれの長所を活かした連携をさらに深
めるべきであり、愛知労働局においては、地方自治体との一層の連携強化を図っていただきたい。 
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○ 一体的施設（ヤングジョブプラザあおもり）については、求人倍率はあがっているものの就職先がない中、非常に頑張っていただいており評価できる。
労使・行政が連携して頑張っていくべき。【青森県（地労審労働者代表）】 

○ 「一体的実施施設については、点（=郡山）から線（=プラス福島）となったので前進したのはよいこと。さらに面の広がりとなることを期
待する。」【福島県（地労審労働者側代表）】 

○  郡山市庁舎内に設置されているハローワーク窓口は見た目も溶け込んで自然な形で機能している。成果も効果的運営がなされており大
変よい。第３、第４と広がっていくことが望ましい。【福島県（地労審使用者側代表）】 

○ 宇都宮市との相互の研修会による理解の促進、児童扶養手当受給者に対するHW臨時相談窓口開設など、自治体とHWの連携が深まったこ
とによるサービス強化が進んでいる。【栃木県（地労審意見書）】 

○ 地方の実情や特性を踏まえ、国と地方公共団体がそれぞれの強みを活かして連携しつつ、これを一体的に推進していくことが極めて重要。地方公
共団体と連携した取組は大きな成果を上げており、地方公共団体との連携及び一体的実施事業については、地域住民へのサービス強化につながる
ものと高く評価。【群馬県（地労審意見書）】 

○ これまでは生活保護の相談者が、引き続き仕事の相談をするとなるとハローワークが遠いところにあった。今はすぐ横にある。すぐそのまま
ハローワークに登録ができ、非常に効果的・合理的である。福祉のプロのケースワーカーと就職のマッチングのプロのハローワークが、顔を合わせ

て一人の就職に向け非常にきめ細かな支援が実施されていると聞いている。いろいろ就職が困難な方が多数いる中で、きめ細やかに進めていること
は評価できる。就職した者が離職し、また戻ってこないか心配だったが、就職後のフォローも工夫して実施されている。今後も課題を一つずつ整理しな
がらこの事業をより進めていくことを応援したい。 【静岡県（地労審意見書）】 

○ 京都市の保護率が低下していることは、このような取組の成果も要因の一つと思う。【京都府（地労審使用者側代表）】 

○ 就職に自信をなくした者や不安を持っている者に対し、十分な時間をかけた相談を行い、職業紹介につなげていく等、鳥取労働局及び鳥取県それ
ぞれの長所を活かした連携が深まっており、地域住民へのサービス強化につながっている。【鳥取県（地労審意見書）】 

○ ハローワークの事業をさらに拡充していただきたい。国全体で活力ある労働行政を行っていく、適材適所の人材配置は国全体の問題。全国の労働
移動は全国の共通したプラットホームを持っている行政でないと対応が不可能。国一体となってハローワーク事業を拡充していただきたい。【島

根県（地労審使用者代表）】   

○ 国と地方自治体が連携を強化し長所を活かして地域住民へのサービスを向上させたことは高く評価できる。今後も地域住民や労使の意見も踏まえ、
サービスの改善に努めつつ一体的な取組を継続していくべき。運営協議会により、ＰＤＣＡによる目標管理を徹底することが重要。県外への若者流出
に歯止めをかける効果、県内企業の魅力を発信する効果が期待でき、今後もこの取組を維持すべき。市との一体的実施は、市のケースワー

カーとの連携を充実させてほしい。広報を積極的に実施し、より大きな成果をあげてほしい。【宮崎県（地労審意見書）】 

  

地方労働審議会における労使の評価について② 

一体的実施を評価する意見の例 
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